
建築基準法改正の概要
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※仕様基準
材料の仕様等について法にあらかじめ定めらた
基準で、法で定める基準を計算によらずに確認す
ることができるもの

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-0４

建築基準法改正の概要
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※国土交通省の調査によると、令和２年度時点において、小規模住宅の約９割が省エネ基準に適
合しているものと推計されています。

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-04



軽微な変更（仕様規定に係る変更について）
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-29

完了検査
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-30



建築確認が必要となる建築物

第１号

第２号

第３号

第４号

劇場、病院、学校、百貨店等の特殊
建築物で、床面積が200㎡を超え
るもの

３以上の階を有するもの又は
延べ面積が500㎡、高さが13ｍ若
しくは軒高9ｍを超えるもの

２以上の階を有し、又は延べ面積が
200㎡を超えるもの

前３号に掲げる建築物を除くほか、
都市計画区域又は都道府県知事が
指定する区域内における建築物

木造

非木造

構造
問わず

構造
問わず

現行 改正後

同左（改正なし）

構造
問わず

２以上の階を有し、又は延べ面積
が200㎡を超えるもの

前２号に掲げる建築物を除くほか、
都市計画区域又は都道府県知事が
指定する区域内における建築物

構造
問わず

 建築確認審査の対象となる建築物は建築基準法第６条第１項に規定されて
いるが、法改正により、令和７年４月１日から以下のとおり区分が変更。

※都市計画区域外においては、第１号～第３号が建築確認の対象 ※都市計画区域外においては、第１、2号が建築確認の対象
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新２号

新３号

審査期間７日

審査期間３５日

審査期間３５日審査期間３５日

審査期間３５日

審査期間３５日

審査期間７日

建築確認の対象となる建築物の規模（建築基準法第6条第１項）
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※増築、改築、移転に係る床面積が１０㎡以内の場合、建築確認は不要
※新築の場合は0㎡以上から確認申請は必要

都市計画区域外

国資料
P-10


